
根室市大規模災害被災地支援及び被災者受入れ支援に関する条例 

 

（目的） 

第１条 この条例は，法令に定めるもののほか、日本国内において大規模な災

害に見舞われた地域（以下「被災地」という。）に対し支援を行うとともに、

被災地で支援活動を行う市民等を援助することにより、被災地の災害応急対

策及び災害復旧並びに市民等の共助意識の高揚に資することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め

るところによる。 

（１） 大規模な災害 災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）第２条

第１号に定める災害発生により、その地域においてライフラインの断絶、

中長期の避難生活など住民生活に大きな影響を及ぼす程度のものをいう。 

（２） 市民等 根室市内に居住し、勤務し、又は在学する者をいう。 

（支援） 

第３条 市長は、被災地からの要請に応じ、次に掲げる支援を行うことができ

る。この場合において、市長は、特に緊急の必要があると認めるときは、直接

に被災地と連絡調整し支援を行うことができる。 

（１） 被災地への物資の供与 

（２） 防災資機材等の供与又は貸与 

（３） 支援活動に従事する職員の派遣 

（４） 義援金の募集と送金 

（５） 被災者への住宅等の提供や生活支援金等の支給 

（６） その他市長が特に必要と認める支援 

（費用の負担） 

第４条 市は、前条に規定する支援を行った場合は、当該支援に要した費用を

負担するものとする。ただし、市長と国、都道府県及び被災地の市町村（以下

「市町村等」という。）の長との協議により当該市町村等が負担するものにつ

いては、この限りでない。 

（市民等の支援活動に対する援助） 

第５条 市長は、市民等が被災地（根室市における場合も含む。）において支援

活動を行う場合は、自主性を損なわない範囲で次に掲げる援助を行うことが

できる。 

（１） ボランティア保険の加入支援 

（２） その他市長が特に必要と認める援助 



２ 前項に規定する援助を受ける者は、あらかじめ、市に登録した者とする。 

（公表） 

第６条 市長は、この条例による支援を行ったときは、速やかに、その内容を公

表しなければならない。 

（被災地支援会議） 

第７条 市長は、被災地の支援を円滑に実施するため、被災地支援会議を設置

する。 

（その他） 

第８条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

  

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第４項の改正規定は、令

和６年１月１日から適用する。 

（根室市東日本大震災被災地支援に関する条例の廃止） 

２ 根室市東日本大震災被災地支援に関する条例（平成２３年根室市条例第７

号）は、廃止する。 

（根室市職員給与に関する条例の一部改正） 

３ 根室市職員給与に関する条例（昭和３３年根室市条例第４０号）の一部を

改正する条例の一部を次のように改正する。 

第３条第２号中「寒冷地手当」の次に「、災害派遣手当（武力攻撃災害等派

遣手当及び特定新型インフルエンザ等対策派遣手当を含む。以下同じ。）」を加

える。 

  第２４条の次に次の１条を加える。 

  （災害派遣手当） 

第２４条の２ 災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）第３２条第１項

（武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律（平成１

６年法律第１１２号）第１５４条（同法第１８３条において準用する場合を

含む。）及び新型インフルエンザ等対策特別措置法（平成２４年法律第３１

号）第２６条の８において準用する場合を含む。）及び大規模災害からの復

興に関する法律（平成２５年法律第５５号）第５６条第１項に規定する職員

が、住所又は居所を離れて本市の区域に滞在することを要する場合には、災

害派遣手当を支給する。 

２ 災害派遣手当の額は、滞在する期間及び施設の利用区分に応じ、別表第６

に定める額とする。 



３ 前２項に定めるもののほか、災害派遣手当の支給に関し必要な事項は、市

長が別に定める。 

 別表第５の次に次の１表を加える。 

別表第６ 

施設の利用区分 

 

本市の区域に滞在する期間 

公用の施設又はこ

れに準ずる施設 

（１日につき） 

その他の施設 

（１日につき） 

３０日以内の期間 ３，９７０円 ６，６２０円 

３０日を超え６０日以内の期間 ３，９７０円 ５，８７０円 

６０日を超える期間 ３，９７０円 ５，１４０円 

（根室市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正） 

４ 根室市職員の特殊勤務手当に関する条例（昭和３４年根室市条例第３５号） 

の一部を次のように改正する。 

 第２条第１０号を次のように改める。 

（１０） 災害応急作業等手当 

 第２条中第１１号を第１２号とし、第１０号の次に次の１号を加える。 

 （１１） 災害地派遣手当 

 第１２条から第１８条までを次のように改める。 

 （災害応急作業等従事職員の手当） 

第１２条 災害応急作業等従事職員の手当は、災害警戒本部又は災害対策本

部の動員指令により動員された職員で、巡回監視又は応急作業等に従事す

る職員にこれを支給する。 

２ 前項の手当の額は、別表の額とする。 

 （災害地派遣職員の手当） 

第１３条 災害地派遣職員の手当は、異常な自然現象又は大規模な事故によ

り重大な災害が発生し、又は発生するおそれがある場合に、本市の区域以外

の地域において、災害応急対策、災害復旧等の支援業務に従事する職員にこ

れを支給する。 

２ 前項の手当の額は、別表の額とする。 

第１４条から第１８条まで 削除 

 第１９条中「第１０号」を「第１２号」に改める。 

別表に次のように加える。 

10 災害応 １ 巡回監視 日額  710円 日没時から日出時までの間に



急作業等従

事職員 
２ 応急作業等 日額 1,080円 

おいて行われた場合にあって

は、当該額にその１００分の

５０に相当する額を加算した

額とする。 

11 災害地派遣職員 日額 3,000円 
 

（根室市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正） 

５ 根室市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例（昭和４１年根室市条 

例第４３号）の一部を次のように改正する。 

 第２条第３項中「住居手当」の次に「、災害派遣手当（武力攻撃災害等派遣

手当及び特定新型インフルエンザ等対策派遣手当を含む。以下同じ。）」を加え

る。 

 第１５条の次に次の１条を加える。 

 （災害派遣手当） 

第１５条の２ 災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）第３２条第１項

（武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律（平成１

６年法律第１１２号）第１５４条（同法第１８３条において準用する場合を

含む。）及び新型インフルエンザ等対策特別措置法（平成２４年法律第３１

号）第２６条の８において準用する場合を含む。）及び大規模災害からの復

興に関する法律（平成２５年法律第５５号）第５６条第１項に規定する職員

が、住所又は居所を離れて本市の区域に滞在することを要する場合には、災

害派遣手当を支給する。 


